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BSL につきましては、令和 2 年 12 月 30 日（水）から、栃木県の警戒レベルが最大レベ

ルの「特定警戒」に引き上げられたことに伴い、令和 3 年 1 月 4 日（月）から急遽、メディ

ア授業に切り替えてご対応いただいたところです。 

しかしながら、2 月に入ってから、県内の新型コロナウイルスの感染状況がピーク時から

比較すると落ち着きを見せてきたこともあり、関係委員会等で協議した結果、対面での BSL

等を再開することが決定しましたので、下記のとおりご対応いただきますようよろしくお

願いいたします。 

 

 

記 

 

 

➢ 令和 3 年 2 月 15 日（月）から附属病院における対面でのＢＳＬを再開してください。

なお、15 日に間に合わない診療科については、準備が整い次第、再開してください。 

➢ さいたま医療センターでのＢＳＬは引き続きメディア授業とします。 

➢ 学生に対しては、Moodle 上のアナウンスメント機能を利用し、ＢＳＬ再開に向けての

詳細に係るアナウンスを行ってください。 

 

 

本通知に関する問い合わせ先 

学事課教務係 

 


